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 続・設備投資のチャンス！！ 

 

 

  

 

 中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる減税措置としまして、前号で紹介しました「生産性向上設備

投資促進税制」とは別に、「中小企業投資促進税制（以下“中促”）」という制度があります。「中促」は、中小企

業者等が特定の機械装置、工具器具備品、ソフトウェア等を取得した場合に、特別償却 30％又は税額控除

7％（資本金 3,000 万円以下の法人等）が適用できる制度です。この「中促」の対象資産のうち、さらに「生産性

向上設備投資促進税制」の要件を満たす資産を購入した場合、「中促」の上乗せ措置として、即時償却又は資

本金の額により 7％か 10％の厚い税額控除を受けることが可能です。 

 

■ 中小企業投資促進税制の上乗措置：制度の概要 
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